
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　毎年８月を迎えると、先の大戦の犠牲者を悼み、平和を祈念する式典が続く。今年も例年の通

り、６日に広島、９日に長崎で原爆犠牲者の慰霊と平和祈念の式典が開催されたが、そこで行われ

た首相挨拶で、どうしても心に引っ掛かりを感じる表現があった。「私たち日本人は、唯一の、戦

争被爆国民であります。」というフレーズである。日本は唯一の戦争被爆国ではあるが、当時の広

島・長崎で被爆した人々は必ずしも日本国民に限定されるわけではなく、日本人以外にもさまざま

な事情からそこで暮らし、働く外国の人々が含まれていた。とすれば彼らも被爆体験を持つ者とし

て同等の扱いが必要なはずである。それを排他的に扱うような文言が平和を祈念する式典で使われ

たのは、認識の違いとはいえ残念としかいいようがない出来事だった。  　（谷本有美子）

巻頭言

　2013年7月21日に投開票された参院選、ネット選挙解禁と共に私が注目していた

のが、ヤフーのビッグデータによる選挙予測だった。かなり良い線を示していた

と言えるのではないだろうか。興味のある方は当たってみて欲しい。今までの手

法でRDD（Random Digit Dialing）というものがあったが基本的には固定電話であ

り、携帯電話がこれだけ普及している現在においては偏在性が出てしまうことが

危惧されるからである。

　NHKは電話調査をあまり信用していないという。むしろ期日前投票が増加する

中にあっては、地味ではあるが期日前の出口調査を徹底して行って対応している

と聞く。ところで標本数はどうなっているかというとRDDでは有効回答が1,000程

度で分析されているし、NHKの期日前の出口調査は10,000位のオーダーらしい。

前日くらいの出口調査はかなり真の値に近いと聞く。それでも今回の神奈川選挙

区はしびれる調査内容だったようで、当確が遅れたのは当日を含めた出口調査の

値がシビアだったからである。

　ふと思った。先の衆議院選挙といい、今回の参議院選挙といい、マスメディア

は競って選挙直前に世論調査を繰り返し、そのたびに「民主惨敗、自民圧勝」の

予測を流し続けた。「もう結果は見えた。選挙に行く気がしない」と、多くの有

権者が思ったのは事実だろう。でなければ、あれほど低い投票率になるはずがな

い。全国的に見ても5ポイント程度各県で下がっている。神奈川が1.1ポイントの

低下ですんだことは、有権者の若干の知性のたまものであったのかもしれない。

　公職選挙法では、選挙に関する人気投票の公表を禁止している。しかし、新聞

社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等

は、ここにいう人気投票には当たらないと解釈されているわけだが、劇場型政

治、ワイドショー型政治と言われている現在にあって、昨今の報道は人気投票と

言わずして何なのだろうか。イタリア、カナダ、フランス、韓国など15カ国くら

いは何らかの規制をかけている。そんなことも考える時期にきているのかもしれ

ない。特に新聞に望むことは、自社の主張を明確にし、発信することで有権者の

考えを整理する手助けをすることなのではないだろうか。ビッグデータ花盛り、

大衆誘導が容易になって行く流れに空恐ろしさを感ずるのは、私ばかりではない

だろう。
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2013 年 6 月 21 日、2013 年度定時総会記念講演が神奈川県地域労働文化会館で開催された。明

治大学政治経済学部教授の星野泉氏より「アベノミクスと財政」というテーマで、講演いただいた。

以下は、その講演内容をもとに編集部が作成した原稿に、星野氏が加筆・修正したものである。 
 

  
１．アベノミクスの考え方 

 
最初にアベノミクスの考え方について、私

なりの整理で３つ申し上げておきたい。 
まずは、昭和 40 年代後半のドルショック、

オイルショック等々、そしてその後のスタグ

フレーションという時代、中成長と言われる

戦後初のマイナス成長からの復活を果たした

1980 年代後半に戻りたいということである。 
それからデフレと言われる、1990 年バブ

ル崩壊後の 20 年に関心を持っていて、基本

的にそれ以前は見ていないという特徴がある。 
もう 1 点は、首相も日銀の方々も、リフ

レ派の経済学者等々も、経済政策あるいは金

融政策が経済を動かせるんだ、と解釈してい

るということである。たとえば、減税や公共

投資を増やすことが景気対策として議論され

るが、これで経済を動かせるんだと断言して

しまっているのが３つ目の特徴である。 
 
２．戦後日本の財政政策と経済学説の

裏付け 

 
（１）アベノミクスまでの“栄養ドリンク” 

財政政策を少し長い期間で見ると、まず第

一に「これ以上の打ち出の小づち、幻の栄養

ドリンクはない」ということである。 
日本は戦後、ドッジラインから始まって緊

縮政策を取り、その後の昭和 30 年代の高度

成長期の中で基本的に国債を発行しないでや

ってきた。それが昭和 39（1964）年のオリ

ンピック後の不況で、昭和 40（1965）年か

ら国債発行が始まる。 
昭和 40 年の補正予算では、ほんの少しの

赤字国債であったが、それ以降、建設国債を

発行し始める。昭和 40 年代前半の国債発行

を眺めてみると、当初予算ベースではそこそ

こ多い金額ではあるが、補正や実績ベースで

2013 年度定時総会記念講演（2013 年 6 月 21 日） 

 

アベノミクスと財政 
－“薬漬け”財政政策の先の“危うい”実験－ 

 

明治大学政治経済学部教授 星野  泉

写真

講演中の星野氏
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は金額を としている。国債発行は基本的に

財政 の 定の し きなので、基本的には

い ないということで発行しないでやってき

た。それで国債発行して大 なのかと、お

っかな っ りで始めたことがわかる。 
それが昭和 40 年代後半になると、ドル・

ショックのような国 的に大きな や、オ

イルショックのような が出てきて、国内

的には ブー があって、スタグフレ

ーションという時代を え、 イレッ ー

ー・ ックとか 金 の取り

等々が きて る時代になる。 
そして、1975（昭和 50）年の補正予算で

赤字国債発行が始まる。これも最初のうちは

だが、 に行 るということで、栄養

ドリンクとしてグイッと してい わ で

ある。 
1985（昭和 60）年には、大 の 債発

行が始まり、赤字国債についても 60 年

ルールが始まり、国債発行が ん んい る

みづ りが められてい 。ここだ で

も、栄養ドリンクを 々 み、そして いド

リンクに えてい 。 
1989（ 成 ）年の 税 前後あた

りには 税 税減税を 的にやる。最

初は国債発行という栄養ドリンクを んで、

相前後しながら、減税という栄養ドリンクを

。 
バブル真っ りには、ア リ が に

している中で、対 公 での公共投資基本

で 630 の公共 をやる。その中

でリ ー ブー な もあって、公共投資に

対する栄養ドリンクを み るわ である。 
とこ が、バブル崩壊後、 果がみられな

いとなると、 度は、 とか

減、あるいは 、 会 で

を る、という方 で、 度は出 ベ

ースでの栄養ドリンクを み始める。 
つまり、 、 出 で大 の栄養ドリ

ンクを んでも 作 は に大 だとい

うことで ん んい 。さらに、これ以上の

打ち出の小づちを す中で、 度はアベノミ

クスという、国 を き んだ 大な実 を

始めようというのである。 
 

（２） 0年 の経済政策と政治  

アベノミクスは、 首相と ノミクス

を た言 であるが、もとはレー ノミク

スの時に 行った。1980 年代は、 国は

ッ リ 、日本は中 行 。80 年代

の 的長い期間政 を 当した 国・

国・日本の首相、大 の政策にはかなり

たようなとこ があり、このあたりをいま見

ししていると う。80 年代の政策はアベ

ノミクスと に ている。 
の赤字を う解 するかというレー

ノミクスは、最高税 の大 き下げな の

税減税、投資 のための 税減税、

和がすすめられた。 
ッ リ は、 ラ ン だった

1970 年代の労働 政 から、 会 でや

る気がな なって らないイ リスを と

か て すんだ、ということだった。実 は

労働 対策、そのための労働 対策や労働

が い大 部の 治 を するとか、

税をそういうとこ に行かないようにす

るとか、最 的には 税の に かって

い わ である。 
中 行 は「増税なき財政 建」という

ことで、補 金 ッ 、それから国 ・

公 の 化等々をすすめた。 上税 が

うま いかないので、出 ベースで さえて

いこうとした。当時は という言

が われたが、 でいう と よ

うなことで、この３つは たような のあ

る政策ということになる。日本は「ジ ン

ア ナンバー ン」の時代、 地が上がって

きて日本の 地を 部 わせればア リ の

2　自治研かながわ月報 2013年8月号（No.142）
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地が つ えるというような、 な上か

ら目 であった。 
らの時代、1980 年代の経済学は ラ

イ イド経済学、減税が を し、経済

が復活するのだというもので、減税の経済学

とも言われた。代 的なのが、ラッフ ー

、これはア リ の大学教授、ラッフ ー

が学 のナ ンに いたという らい

な である（資 ）。 
当時、税 が高す る、 税 でみてと

いうことになるが、 税が高す て労働

が きない、税金を下げればもっと働 か

ら税 が増える、という である。それから、

税を下げてやれば がそれによって

しい を し、 い ができて、

が増えるからみんながた さん う。つま

り、 を増やせばそれが れる、 につ

ながるという な議論だった。 
的な政策で言うと、 国では

税を 15 と 28 の 2 税 にした。

税 を 化し、最高税 を下げる。イ リ

スも 25 、40 の 2 税 にした。日本

も昭和 50 年 の最高税 は 税 で

8000 の 、 税で 75 、 税

で 18 だったが、 税 に んで、

ん ん最高税 を下げてい 。 
もう とつはマ タリ の である。

いわ る 出の イン 的なもので

はな て、 で が まって る

という である。マ タリス の議論は、長

期的には実 的 増だ ではな て の

上 を だ ではないか、という もあっ

て一 ではないが、 が経済を めるとい

う内容を持つ点では一 である。 
では、政治 は うなのか。1980 年代

の政治 はまず労 を 的に する。

それから、国 に を設定することによ

り、国内 に対する国 の しい目を に

る。当時は、 戦時代なのでア リ

と の関 、イ リスではフ ークラン

ド ということで、アル ン ンとの の

取り いで ッ ー政 は を出した。

日本には、タ 派首相といわれた中 さん

がいた。 
 

（ ）アベノミクス 本の  

アベノミクスの 本の は、大 な金融政

策、 動的な財政政策、 間投資を する

成長戦 ということである。一つにまとめる

と、 政 的公共 イン 、

マ タリ 、 、 でもありの

ということになる。 ほ の ライ

イド経済学というのは 政策のベー

スになっている。 
金融政策については、日銀に を めて

い 。日銀 正まで言って せる。そ

れから 2 のインフレター ッ 、そして国

債を い れる。実 的にこれが大 になっ

て れば、国債の日銀 き と ような

を 。 し、 出 を ると

いう方 に金融政策を めている。 
動的な財政政策ということでは、 財

相は財政 を考えている、 成 25
（2013）年度当初予算では税が国債を上

ったと していたが、 年度の補正予算ベ

ースでは大 の国債を増発している。補正も

めて 15 か月予算と考えると、100 を

当 えて るわ で、国債発行で 50
を えてい 。 年 4 月の当初予算は、

とか税が上 ったが、 年は補正を まな

いと 年度実績を大 に下 るデフレ予算に

なってしまう。これから、2 、3 と補正

予算を ると、 ように 大 予算と

いうことになる。 
財政出動の対策 は総額 20 、 成

24（2012）年度の補正予算 で 13 1000
である。中期財政フレー の国債 44
ははずされた。復 ・ な 大 公

アベノミクスと財政　3



 4

共投資ということで、国 化 で 200
を てい ということである。財

政政策としての公共 を「復 ・ で」

と言われると も できない。 
間投資を する成長戦 としては、

会議が日本経済 本部に設 され、

い い な しい成長 が議論されている

が、 でもありのアドバルーンを上げたばか

りに、 ようなことをやり ないと

と 上 がすすまない になっている。 
TPP については、一部 では基本

的に ができないと言われているにもかか

わらず、「 が 」と言い ている。 
また、投資減税というものを めるという。

税特 は、 税 き下げと は

ッ になって政策的に行われる。日本の

の 税特 はナフ の減税や

の があるが、多 は大 のための減税

である。日本の 税は、 的には高そう

に見えるが、 税特 を加 すると実は

高 ない。 
出 ということで を めるが、

高というのは ラス・マイナスあるこ

とも見な てはならない。 
出 の代 は、 動 と であ

る。長いス ンでみるとこれらの にずっ

と ー スをし てきた。1989 年の

税 によって、 税がな なった。

税は、 税に され、 的に言うと

税的なものである。 というと

や のイ ージがあるが、実は 8
が と 化 である。 と 化 は、

税から 税になるときに大 減税された。

当時の ーラクラスの で 18.5 の

税がかかったが、6 それから 3 と大 な

減税になって、 税が実 し、減税 では

バブルの一 となっている。 
それから最 では、 と に イン

があった。さらにアベノミクスの 出

である。 
として よりも の対策を成

長戦 では り んでいて、最 的には リ

クル ンの期 となる。これがアベノミク

スの である。 
 
２． で 日本の財政 

 
（１） 政 の  

日の日本の財政 況で 政策の成果が期

できるのか。そもそも、これだ に

なっている で、果たしてアベノミクスな

というものに対 できる があるのか、

と に する。 
 

の少ない公共部 と高 化の  
「国 経済に める財政の 」は、財

の資 で、この 10 年間の財政 を

GDP で見ている（資 ）。 
一 政 総 出 の 2001 年と 2010 年

を ると、日本は少し増えている らい。

ア リ は 7 らい増えていて日本と

する。ア リ が でも で 間部

が い だが、公共部 の で日本は

ア リ を下 っている。 
日本の公共部 が一 少ない理 をみてい

。まず 会 以 の 会

には、年金とか 等のいわ る

金 が まれているが、2010 年は 14 で、

に少ないわ ではない。 
一 政 総 定資本 成 という、いわ

る公共 の部 はかつては 7 らいだ

ったが、2000 年代小泉 でだい 減り、

2010 年には 3 になった。だい 減ってき

ているが、ア リ 、イ リス、フランス、

ドイ よりも大き 、ス ーデンよりも

小さいが、 たようなもので、少ないわ

ではない。 
政 最 出 には、一 的な公共

4　自治研かながわ月報 2013年8月号（No.142）
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ー スが って るが、これを見ると、

2010 年の日本 19.6 、ア リ 17.5 、イ

リス 22.8 、フランス 24.8 、ドイ

19.7 と たようなもので、ア リ より少

し大きい。この 字には が まれ、こ

こに公 等々が って るが、日本の

はす 少な て 6 である。 
政 最 出 の 19.6%から う

ち 6.2 を と 13 となり、

以 の 出はア リ を とすると

10 ち っとというのが一 的な なの

で、そんなに わらない。つまり、 が一

うかというと である。公共部 が小

さい原 はい つかあるが、 めて大きい原

の一つは ということになる。 
OECD の「GDP 一 政 出の国

」の 字では してこの間増えているが、

デンマーク、フ ンランド、フランス、ス

ーデンあたりの公共部 が に大き

い。下から見ると、 シ 、 リ、 国、

スイス、オース ラリアに いで、 の公

共部 の が めて小さい国が日本という

ことになる。 
一方で、高 化 はしっかり ッ である。

日本、イタリア、ドイ の だが、日本の

は、 一つ ている。1995 年から 2008
年の間に相当高 化が んでいて、 のピ

ークがおお 1990 年代後半で、 が減

る中で高 者の が増えてきている。 
つまり、高 化が ん ん んでいるにも

かかわらず、公共部 が小さいままというこ

とである。 
 
少ない の 会 出 
会 ・ の資 「政策

野 会 出の対国内総 の国 」

をみると、日本の 会 出は 19 で、

国に て めに出ている（資 3）。 
高 というのは年金である。

は のこと、 には一部、 当、

当、 金みたいなものも っている。

的労働政策 は、 した にお金を

るものではな て、 い の に対する

教 みたいなものも っている。 は

当、 は 対策が まれる。 
金額的に大きいのは、 高 と

である。日本は 高 が 9.12 、フラン

スより小さいが にもス ーデンより大

きい。 の 6.27 は 6 か国の中で一

小さい。総 的公的 ができていな

いア リ でも 7 だが、 国も 6-7 に

まっている。 高 と がそれほ

少な ないにもかかわらず、 会 出の

で見ると見 りしてしまうのは、 が

少ないからである。 
を 100 にしたグラフで すると、

日本は、 年金 47 、 33
で、80 らいを める（資 4）。日本で

会 出というと 的な部 は、 年

金 と ということになる。 たよう

な はア リ だが、 の国はそれほ 高

な て、 ー ッ はだい 少な なる。

たとえば、ス ーデンは一 小さ て、

年金 32 、 23 の で

55 と 6 ない。 年金 と 以

がしっかりあって、 が 12 を め

る。イ リスも が 15 である。 
日本は が 2007 年、GDP で

0.79 だった。当初の が打ち出した

26,000 という も 当が実 すれば、

2 い もあった。13,000 でも、1-
1.5 らいの間の に上がるはずである。 
 
少ない教 出と の多い高等教  
「公共部 ・ 間部 の GDP 会 出」

の 字は、公共部 がやっている 会 と

や 部 で で るようなものを

み わせて を取っている。2007 年の

アベノミクスと財政　5
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字で、公共の 会 出は、フランス、ベ

ル ー、ス ーデンが大きい。 
間部 は で 間の に ったりと

いうことになる。 間が に大きいのは、

ア リ 、イ リス、イスラ ル、 ナ な

の国である。日本は 方を すと OECD
よりも 多いが、ア リ よりも少な

い。公共部 だ ではア リ より多い。 
「一 政 出に める教 出の 」

で、 の教 出の イ を見ると、一

大きいのが ージーランド、 シ 、

リ、ブラジルと教 に を れている国が

ある。一 少ないのが日本で、教 に金を

っていない国ということになる。 
さらに「 教 、高等教 にお る

」のデータをみると、 教 部 に

関する は こも の である

のに対し、高等教 ということになると、

リ、 国、 国、日本、ア リ 、オース

ラリアの に が多い。少ない では、

ルク ンブルクやスイス、ノル ー、フ

ンランド、デンマーク、アイスランド、ス

ーデンのような 5 国が んでいる。 
教 に公共が金を出していないために

で学 行 という が て取れる。

会 と に、 できる は

られるが、できない は られない、と

いうことになってしまう。 
 
相対的 の日本 
相対 というのは、 を加 し

て の中 、その半 の金額を下

る が の 度いるのか、つまり とい

われる たちが の 度いるのかという 算

である。 
「相対 と ッ 」のデータで

は、 ことに、 シ 、イスラ ル、

リ、ア リ 、 ル 、日本、 国と 6 つ

めに日本があって、OECD をはるかに

上 る。 ッ も、 高い 字が出

て る。国 データで、日本は相対的

がある、 があるということになる。 
よ されるデータに、 ミ テ や、

を するかという国 的なアン ー

がある。日本は、 な国と言われているが、

それでも を しない が多い国である。

相対 が するのか、 の多い と

少ない が を しないという 字が高い

ようである。中間 が てきて、 がつ

いてきて、かつて日本は一 総中 と言われ

たが、そういう時代でな なってしまった。

お金持ちの方は、財 を した ないから

税金も して れということで、 を

しない。日本が を しない国になってい

るのは だと う。 
 
（２） と の  

GDP 2 の長期債 高 
「GDP 財政 」をみると、 年度の

財政 だが、1995 年と 2012 年と 方と

もかなり い（資 5）。 
年度で見れば日本よりも財政 が い

国は にもあるが、よ みるとこの 10 年

の間に 化している。たとえば、長期債

高が GDP 100 らいの国は ある。

日本は 、200 である。国 的には、50
60 で済んでいた時代に、 ナ は債

高が 100 を えていた時代があった。しか

しその後、 ナ は 字予算に わっている

し、ス ーデンも財政が てもその後、

字予算を んだりしている。一 的には、

イン 政策で財政出動しても とか 財

政に戻そうとする。 
しかし、日本はバブル真っ りにも国債を

発行し た。 ス ・ インジアンには、

し 的に財政政策を る きという

ような補正的財政理論があり、それにのって

日本は し た。栄養ドリンクを えず

6　自治研かながわ月報 2013年8月号（No.142）
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み ている。 の国では、 になった

からやせ でも のをやめようとするが、

日本の はやめられない。 
 

税 を下げ、 会 で補う 
日本の財 のデータは が国 で、

に税金ないし 会 を れているが、

「GDP 国 と 税 の動 」

のように国 データは に GDP を う

（資 6）。 が国 の 、 か

ら間 税が かれる。間 税の中に 税が

っているので、国 だと 税を い

てしまう。EU に している国は 税

15 25 らいで 税が大きいから、

から間 税を取るとかなり小さ なる。そ

うすると ー ッ は高い の国になり、

めてしまうので、GDP で する。 
2010 年 で OECD 国 と

すると、 国 は 6 らい い。

会 は、OECD 9.1 に

対して、日本は 11.4 である。80 年代は

たようなものだったが、日本が上がってきて

いる。 
税 は うかというと、 は

1980 年よりも い。 目 GDP で 80 年と

を すると なので、GDP の を

下 る税 で日本は 税 を下げてき

ているということになる。OECD の は、

バブル真っ りが 26 あって、リーマン

ショック後の 2010 年にその 字に なっ

ている。 
日本は、 会 は ん ん増えて

いる れ 、 税 はバブル期を とす

れば、下がってきている にある。 税

があがってこない理 は か。 
税 は、 の 税とか

税だが、1980 年 6.2 、1990 年 8.1 、

2000 年 5.7 、2010 年の 5.1 というのは、

OECD と て 3.3 イン い。 

税 は、2010 年 3.2 で、

OECD よりち っと高い。実は、80 年

には、 税は OECD を大 に

上 っていた。OECD はバブルの

2.6%、そのあと 2000 年 3.6 、2010 年

2.9 と下げている。日本の は、バブル

真っ りにち っと上がって、 ん ん下が

ってきて、 は OECD とほ 一

らいである。少な とも日本は国 的にみて、

税金が高 てたまらないという国ではないの

は かである。 
財 税 は、多 の国でそもそもそれほ

多 ない。日本はち っと高めに出ている

が、 ー ンテージ的にはそれほ 大き な

い。 
財・ ー ス 税 の中で うち一 的

税 というのは、 の 税のよう

なものである。 ー ッ では VAT、 加

税になる。1980 年は 税時代なので、

税と ン され、ここには 字

が っていない。 税 3 が された

後の 1990 年の 字で、1.3 である。 
とこ が、それを 財・ ー ス

税 は 字が ちている。 税 で増え

るかと ったら、財・ ー ス 税が ちた。

理 の一つは 税を し、 き取り

税や 気・ ス税な 、それに わせてい

んな 税を しているということ

がある。 
ようや 税 の 果が出て るの

は 2000 年のことで、1997 年に 税を 3
から 4 、 ラス地方 税 1 で、5
に えた時に 1 イン 増加して、 日に

っている。 
税 が少ない理 は、 税と言わ

れるが、 税も少な なって、

税もだんだん減ってきている。 
会 を と

者 でみると、OECD では、5.3

アベノミクスと財政　7
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と 3.2 で 1.5 だが、日本の は

5.2 と 5.2 で は一 、つまり会

と が一 ということになっている。

が 税の少ない を少し

補っていることになる。会 の 5.2 は、

国 的にみると OECD より 0.1 い。

日本は、 税が高 出ているという

が、ここで相 される。 の 会

は OECD の 字より大きい 字である

が、よ 見ると った が見える。 
4 国は、国 も 税

も 35 国中の最上 にいて、 税

が にならない らい大き 、

税は、ノル ーを にすれば OECD
度である。財 税は、そもそも財 成が

あまりできないので相 税を した国もあ

る。財・ ー ス 税も、 は 25 ら

いあるので高い。一 税が 8-9 ら

いになっている。 
会 では、ほとん 税金でやって

いるデンマーク以 は、会 が

を大 に上 り、ス ーデンの で 3
らいになっている。 

ス ーデンは、480 日の がよ

されるが、390 日は の 8 が り

まれ、 り 90 日は基本 ということで、

だいたい となる。そのうち 60 日、2
月 は つう が を取る。

も を取らせようという 度であるが、取

らないという は、60 日 は して

420 日で わる。 、 という

度で、これは 額会 が する。そ

ういうこともあって が大きい。フ

ンランドも のシステ がある。 
基本的に 0 は で てるので、会

を みになっている。

の はあまりない。財政的に言うと ラ

ス・マイナスで い点もあるのである。日本

の は、 が働 というと、 をつ

る ばかりになり、 にも わせて

まで を開 てということになるが、

さんも って てをしないとい

ない。その り の が う。 
 

．アベノミクスの  

 
アベノミクスの 論を整理すると、 ー

ク・ライフ・バランスには関心が い。 は

の関心が高 、 や につ

いてはあまり 心ではない。 ーク・ライ

フ・バランスは、 が働 るように

をつ るということばかりではな て、 活

である。 
な IKEA という会 がス ーデンで

行ったのか。日本のような日 大 でな 、

年中大 だからである。労働時間が日本より

も 200 時間も 300 時間も い。 み時間が

長いので、 が やリフ ー をし、

に 加し、一 に てができるというス

タイルである。 
一 働 から、 するから てや

を うするということではない。 が

をみられな れば が るとか、

な労働 な 活 一 になって、 ー

ク・ライフ・バランスが出 上がって る。

総労働時間な 部を めて議論しないとい

ないが、 うもそのあたりがわかっていな

い。 
より 、政治的なバックグラ

ンドの理 もあるのか、あまり に関する

心さは られない。 
財政 については 考 で、もう う

でもいいやとなっている。 税を中心とす

る 税で取っていこうということである。

税は、わ わ 減税した上で少しばかり

増税し、それも 3 年 らいでやめてしまう

という。基本的には 会 と 税と

税でやってい という発 である。 

8　自治研かながわ月報 2013年8月号（No.142）
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から ンクリー 、 、 で一

が活動しやすい国に、という。税金は

それほ 高 ないのに、日本では、税金が高

いと は 気がな なり、金持ちは げて

い という。税金を下げれば活動しやすいの

かというと、 地には とか、

とか、 の 等々が関 あるわ で、

日本が 税を にしますと言ったら、

から大 して が日本にやって ること

には ならない。税金が ての 定 と

いうような なものではない。国 化の中

でい んな が に出てい のは 、

の で日本の より 作れると

こ 、 地や建設 が 、それなりの

が できるレベルの教 度がある一

いとこ に行 。その を日本に持って

ってきたいというのが基本的な の発 で

ある。 
会 出については で、できるだ

は少な していきたい。公共より

とか、 内の いを する。それ

から税額 、 よりも 、これは

政 のこれまでの政策である。 ル

ーについては、 会 との関 もあると

うが、 でまるで 的関心を持っ

ていない。 のとこ 治 の関心も い。

地方財政 にお る公 の 減等々

に見られるが、 度の の後、 論が

出て るか うかである。 
いまの財政経済 の中で、 政策を

や うというのは こまでい るかという

うい実 だと う。 
インフレ 念は、 なるインフレでな

イ ーインフレの 念である。 上 は

によるもので、期 できるものではな

い。労働 もなかなか上がってこない。

GNI 上 で一 当たり 150 アッ とい

う をしていたが、それは 理な で

GNI で 字が出ても にはいかないので

はないか。金 上 と国 下 で国債発

行が になり、 ライマリーバランスの

字化、財政 も になる。 
デフレを 不 の からしか見ていない。

少 高 化で 年 が減って、

が減少している を見ていかないと

い ない。 
昭和 30 年代はテレ がみんなの しい

ノだった。 や な 、 活が 本

的に わるような大発明と、ある 度高 て

も につながってい がた さんあっ

た。それが、 テレ が ラーテレ に

わり、 テレ になり、３D になると

が 減してきて、最初にテレ が て

動し、 の バーをしていた時代とは う。 
そう考えると、1980 年代以降みんなが

し てたまらないような は、 ー か

ら ン、インター ッ 、 、ス

マ らいである。後は い え が中心

で、 で作った は だから、

に なって ってきている。 ノの

が下がる原 はそういうことで、国内で作っ

て国内で する ノに関しては基本的にそ

んなに下がって るわ ではない。 
成 会で しい はそんなに出て る

わ ではな 減して行 ことを考えると、

ーク・ライフ・バランス、国内公共 ー

ス と に目を ないでやっていこう

というのは な だ う。 
心 しているのは、戦 を らない 代の

政治 が戦 を るようになってきているこ

とである。それから、インフレ、スタグフレ

ーションを らない 代、インフレの 点

を らない、あるいはそれで を た

代がデフレの を する。政治の中でそ

ういう 代が多 なってきて、 のように

の財政政策で こまでい るかという

の中で、アベノミクスの 後というもの

を せ るをえない。 

アベノミクスと財政　9
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2013 年 6 月 14 日、2013 年度第 1 地方 システ 会が神奈川県地域労働文化会館で開

催された。 治 ンター特 の 氏より「小 の 投 が した

治の 」というテーマで、 いただいた。以下は、その 内容をもとに編集部が作成した

原稿に、 氏が加筆・修正したものである。 
 

  
１． 3 2

経  

 
（１） 3 2 の  

小 で、 投 の があった

「小 3・2・8 」というのは、

ういう かというと、 は、

の り（資 ）である。 定は

1963（昭和 38）年なので、この が

定されれば、 定後 50 年という

ことになる。 
この は、 中 （

）といい、 から、多 、 中 、

国 、小 を経 して、 に

る 長 27 の で、いわ る多

の一つである（資 ）。

化しようとする は、国 の 3・
2・8 と小 の 3・2・8 となって

いる。 を した 間が 1.2 で、

は 1.4 である（資 ３）。

では を げた。 前は 3・3・8
と言っていた。真中の 字は、 が大

き なると小さ なる。 

（資 ）のち う 真中あたりに

（国 20 ）が っている。

から は 40 年ほ 前には を し

ており、川 から 内に ったとこ に

があり、そのあたりから多 ータ

ンの中を って、多 川を り、小さな

ン ルを上がってい と に つかる。

から の方は昭和 50 年 に 化

しようとしたが、オイルショックな で 財

政が 化して、 明会はやったが された

という がある。 
、 になっているのは一 の方で、

国 にち っとかかる。そこからほ 真

に る で、 までが の

2013 年度 1 方 ス 会（2013 年 6 月 1 日） 

 

の の  
－ の と の － 

 

治 ン   

 
 

写 真 

中の 氏 

小平市の住民投票が提起した市民自治の課題　13
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間ということになる。この について

はい い な 見がある。 

この のす に、 の で 中

が 行して っている。小 中 公

の が の の で、中 公 のグ

ランドがあり、 は公 の一 という

ことになる。その少し に 中 が 行

して っているので、ここは 化しな と

もいいではないか、という 見もあるのは、

こういう による。 

ただし、 化されるとこ の の

方の 中 は、 行とは言い 、少し

れている。 

この の 化については 2006 年、

から 7 年ほ 前に 中 部 が 成した。

2007 年には、国 の部 の 化が

定している。小 の部 は、 が

2010 年 2 月、ち う 3 年前に 内で 明

会を開催し、 化に動き出した。 
が 明した小 3・2・8 の整

果は、多 地域にお る や ノの動き

の 化、 中 をは めとする

の 和、 活 に する の

、地域の や の 上、 な

間の 出、というものだった。 
この 明会には 600 の が集まった。

私は 明会には 度も で 加したこ

とがあるが、600 も が集まる 明

会という はまずない。それ らい関心が高

かったといえる。 
明会というのは、 で定め

られたものではな 、あ まで でやるも

のなので、 成が れ らい られたから

化するとか、 対が れ らい多いから

化できないとかいう 断の基 がない。だ

いたい「大方の 成が られた」ということ

で、 化をするということになる。私も一

度だ 、 明会ではほとん 対で、 成の

見が一つもないということで が

化を中断した経 をしているが、多少の 対

があっても大方の 成が られたということ

で、 は 化を めるのが である。 

2 月に 明会をやって、5 月から

を始めたというのが、この 間の 化

の始まりである。 
 

（２） までの の  

対 動としては「小 3・3・8
を考える会」が、2008 年 4 月に発 した。

国 部 の 化が 定したのが 2007
年なので、その 後に 動が始まっている。 
それから、「 ん りの会」が 2009 年 2

月に発 した。小 中 公 の 、ここ

を が るということになって、この

野の を うということで活動が始ま

った。 
それから の見 しの を うとい

う 投 をや うということで、「小

に の を させる会」

（以下、「 させる会」と 記。）が発

する。 、 等で に するのは、

和 さんだが、共 代 は、 治さん、

さん、 さんと 4 いる。 
の 投 は を うのかというと、

「 加により（3・2・8 ） を

見 す」 きか、それとも「見 しは な

いか」、この ちらかを うものである。し

たがって、この 投 は、3・2・8 に

成か 対かとか、 か でないかとい

うことを うものではない。 
この 投 で、 成多 ということにな

れば 加によって を見 そうという

ことを める内容だった。そういうとこ は、

これまでの 投 の内容とは少し なった

ものである。つまり「 加による

の見 し」について、小 の を

したいというのが、この の だった。 
者の 50 の の 2 以上、7 593 筆
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の が集まり、 が 7 183 筆と

が 定した。 
 

（ ） と 会の  
「 させる会」が、 に と

を 出したのが、2013 年 2 月 14 日のこと

である。 
長は、 投 に 対の 見をつ

て、3 月 1 日に 議会を 集した。 長の

な 対理 は、この の は

で、 は 域的なものであるから、小

だ の 見ということにはならない、とい

うことだった。 
3 月の議会は予算議会なので、議会では特

会が設 られて ・ された。

では、投 の期日を「 行の日から

40 日以内」となっていたが、議論の中でそ

れを「60 日以内」に修正するということで、

修正 が出された。特 会の では

成・ 対が 、 長の 断で される

という、 リ リの だった。特 会

で修正 が され、3 月 27 日の最 日の

本会議に られて、 成多 で というこ

とになった。 
成したのは、 ・ 活者 ッ と共

・ の議 、 対が とみん

なの で、公明 は した。公明 が

しな れば、もしかすると本会議での は

しかったかもしれない。 
こうして、 では初めての による

投 が実 するに った。 
 
（ ） の後の  

長 は 4 月 7 日投 で行われた。小

長は 3 期目で、予 では相当 しい

のではないかという見方が かったが、予

を して するという 果になった。この

ときの は、 、 活者 ッ 、共

が小 持で、 、公明 、みんなの

が さんと 補者を 持した。 長

の中では、 投 や の は

点にならなかった。 
議会 議で 投 の期日を「 行の

日から 40 日以内」を「60 日以内」と修正し

たのは、 長 と 投 を 日にした

ない の があったといわれていて、

「60 日以内」という修正に が 成し

て が したとされる。 
3 を果たした小 長は、その 後に 4

月 16 日 行の 投 を 正する を

議会に した。 時議会が 4 月 28 日に

集され、投 50 以上という成 を

つ る 正 が 出された。 にも 正

はあったが、それは が見ても した方がい

いという内容で、成 をつ るというこ

とが最大の 正だった。 
この時には、 、公明 、みんなの

が修正 に 成、 対は 、 、共

、 活者 ッ 、それから の

と かりだった。ここでは で議長が

成し、 正 が成 した。 
議会では、成 しなかったときに開 する

のか、しないのかということも相当議論にな

った。 活者 ッ の日 議 のブ グでは、

「開 については 正 では 開 しない

と明記されておらず、開 することを す

ることがせめてもの ではないかと期 し

たが、（ の で）開 しないというこ

とが議会の中で された。議会 は、

せめて開 をということで 成を し

たが、実 しなかった。」と かれている。 
ある会派は、成 しない も開 すると

いう で 正 の修正を したが、 正

に 対の会派の中では修正 見がまとまらな

かったといわれている。 

 
２． の の  
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（１） の  

こうした の動きに対して、私は理 を

める「 まち っと」のブ グで のよう

に 点を した。 

つは、 の による 投

が された３月議会に、 長は「 対

見」を して した。この時、な 「成

を加える き」という 見を さなかっ

たのか。 
つめは、 月 日投 の 長 が行われ

たばかりだが、 長 では 投 や

はまった 点になっていない。

な 、 長 が わった 後に 正

を するのか。 
３つめは、３月議会では、 成、 対の議

論の後に、 成多 で成 したものである。

これを公 した 後に 正 を 出するとい

うのは議会 もはなはだしいのではないか。 
つめは、 の 治 の 投 では成

を加えた もあって、 に成 に

しないで開 もしない もあった。しか

し、これまで小 では、議会も めてその

議論はなかったのである。 
なお、「 させる会」の中では、成

が か かという議論があったようだが、

投 の が小 の を

したいというものなので、最 的に会として

は成 を としないということで、

投 を したという経 だったと

いている。 
つめは、 長は「 の総 や

の 上」を理 にあげたというが、そもそも

月 日の 長 は 37.28 の投 しか

なかった。それなのに、「50 の成 」

というのは、 ではないのか。記者会

見の中でも記者からそういう があった。 
その後の の の 方にも がある。

5 月 5 日 の は、 10 のうち 4
を いた。これだ 見ると は にち

んと しているように われるかもしれな

いが、中 をみると、 のあらましが半

らいを める。 の や期日前投 、

点字投 、代理投 な の投 のやり方が

かれているだ で、 に投 を る

ものは一言もない。 長は記者会見の中でも

に投 を るような発言は一 な

かった。 
を ったわりには、 的に投 を

るものはな 、 長 も記者会見で

「 長は投 に行 か」という記者からの

に えていない。明らかに の は

投 に 的だった。 
 
（２）50 の と の  

50 の は相当高かった。5 月 26 日に実

した 投 の投 は 35.17 だった。 
5 月 31 日 によれば、 は の

をめ しており、 を国

関 整 に申 をしたとある。そこで

は の 当部長が、「 が済んだから申

した」と ン している。 
をした「 させる会」は 5 月

27 日に、 に対し不 者投 を

1 010 の 投 の写しの開 を め

る 公開 を行った。 和 共 代

は 日 の取 に対し「（投 した）

35.17 の 字は大きい。 の中 を

したい。」と ている。 
においては「 の 期 は 90 日」

とされているが、 公開 を行なったこ

とにより、 期 は 長されると考えられ

る。しかし、 の 理 会は 2 日に、

「 投 が不成 であることから、この

は公にできない」という理 をつ て、

開 の 定を した。「 させる会」は、

開 定に対し、6 月 10 日に 議申し

てを行っている。 
6 月議会では、 のような がされ
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ている。 投 の 果について開 しない

のは 治に するのではないか、小

3・2・8 の 投 を 後

う かすか、 設 投 が で

はないか、 投 の投 の が

ではないか、な である。 
また「 させる会」では、

も しているが、まだ するということ

にはなっていない。また、 の し

め というのも の 地があると われ

るが、「 させる会」は、 対の 動

ではな 、 の 見を させる、

の 見をきちんと こうという 動 なの

で、 し め をするか うかは、

では不明である。その の 動 の動きも

では からない。 
 
． の  

 
（１） の考え方 

とこ で、 の見 しにはそも

そも ういう があるのか。 
は に基づいて め

られるが、 は、 をやさし 解

するということで、 が定

められており、これが 6 まで出ている。

国が 2000 年の の時に、 正

に関する考え方を すということで、

「 」が策定されたが、以下

のような「 に関する見 し方 」が さ

れた。 

設の については、 基

の 果等を まえ、地域整 の方

の見 しとあわせて、その や 、

等の を行い、 に て の

を行う きである。  

これまでの においては、一度

定した 設の の について、

あまりにも す たきらいもある。長期的

に見れば の もかわりうるものであ

り、 に の を行うことが ま

しい。  
基 と、その 果を まえて

の を行うということは、もともと

に 定されていたものであるが、こ

の時初めて、「 に て の を行

うことが ましい」ということを、国

が の中で したのであっ

た。 的な見 しの方 のとおり。 
の や の縮小は、

えば 定していた 地の 大が見 される

な により当 の がな なった

や、代 の整 が行われた 等が考

えられるが、 を行う にはその 理

を明らかにした上で行う きである。  
 

（２） の  

その後、 国で の見 しが行

われた。 

たとえば では、 の見

しの というものが された。 は、

2004 年度の 議会に して見

し作 が められて、2008 年に見 し

が 定している。 定した は、

64、 補 14、 加 補 3、 補

7 ということで、 はこの に基づいて

見 しを めるということになっている。

実 に が行われたか うかまでは し

ていないが、このように の

の見 しが められている。 
神 では、 の整 を 2

年前に定めたばかりである。そこでは、

を「 」と「

以 の （ 活 ）」の つに

て方 を している。 
「 」については、「

マスター ラン」において、「

ッ ーク」として づ て、対 間
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とに 、 間 、

地 成 の から 内容の見

しを行うということになっている。「 活

」については、「地域のみなさんと

の 働と により、地域の を整理・共

し、まちの に な方策を の

にとらわれることな する があ

るため、 を一 」するという。 

と 活 に て、 活 の

方の をいったん するという取 は

しい。そして「 のために の

整 が であるとの 成がはかられた

地域 とに、あらためて の きを

行い、 活 に づ る」とい

う。つまり、 活 となったものにつ

いては、 成が られれば めて

の きを行う。 成が られな れ

ば したままにする、というのが神 の

やり方である。 

県が 国的に見て一 見 しを めた

と う。 成 18 年度 に 定された見 し

は、 44 、ルー 7 、

7 あった。それから 成 20 年

に「 たに 加する見 し 」として、

が 4 、ルー が 1 加わり、

する は 部で 48 となった。 
は、 部は「 部にお る

の整 方 」を策定（2004 年 3 月）し、

この中で つの を している。

ただし、ほとん が一つの の中で まる

い で、 が見ても は当たり前という

だった。とこ が、多 地域については、

「多 地域にお る の整 方

第 」が 2006 年 4 月に策定

されたものの、 部とは なり

の見 しは もなかった。 
県は、県として見 しを めたが 果

として見 しは一つもない。 
こうした いを見ると、 県の

の 当あるいは 整 を 当するとこ

の が、見 しに相当 しているのでは

ないかと われる。 
 
（ ） 会 本 会 部会

け  
この間、政 は 2 わっているが、長

期 整 は、2000 年以降ずっ

と議論の対 にはなっている。 
政 になる前の 政時代には、

会資本整 議会の中に「 政策の基本

的な と方 小 会」というのがつ

られて、 申が 2 あった。最後の

小 会（2009 年 6 月）で、 政策の基

本的な と方 小 会 （以下、

）が出されている。その では、長期

整 について 長期間 実

のまま が している につ

いて、 ・中 するもの、実 を加 する

もの等の を行う がある。 とまと

められて、その後、 政 に わった。 
私は、 ン ッ 方 をずい ん前から

しているが、実は、 時代の「

政策の基本的な と方 小 会」に

は「 ン ッ 方 」とは言わないが、私の

考えに い 見を言われた方がいた。もし

政 が いていたら、長期 整

の見 し きが出されて、

の 正まで行ったかもしれないという期

があった。 
ほ の小 会は「 度小

会」に が わったが、 政 に 代

後、9 月間 、開かれなかった時期があ

った。第 3 目から 政 の小 会

になり、 も相当 わった。 
2012 年 9 月の第 18 小 会において、

「 度小 会中間とりまとめ

に関する 度の 後の 開について」

というものがまとめられ、 的な 策に関

18　自治研かながわ月報 2013 年 8 月号（No.142）
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する 言は に講ず き の 化

に る 策 としてまとめられ、 「

の 化の に関する 」として

化されている。 

に関しては、「 、 度 に

おいて、 後、さらに対 を す き

がみられる。」としており、「長期

」については のように ている。 

長期 等に関する の見 し

にと まらず、 が として で

あることを不断に す きことについては、

等において、 されたと

こ であり、まずは、その を る きで

ある。 後の見 し 況を まえ、見 しが

に行われない は、 度的な をす

る がある。 ということで、 度的な

はまた りとなった。 

長期 の 度的見 しは、

正になかなかた りつかない、

というのが である。 

 

（ ） の考え方 

一 しい は、2011 年

11 月に一部 正されて、それが第 6 にな

っている。 
「 時 な の見 し」は、

の一部 正の中に まれる。

な 正点は以下のとおりである。 
つは、「 第 第 に 定

する に関する基 （以下「

基 」という。）の 果や 会経済

況の 化を まえて、 の が

される きものである」。これまでは に

「基 」を行うことしか いてなかった

が、「 の が される き」とい

う文言が 加えられた。 
2 つめは、「 的 設等 、

定 の が いと考えられる につ

いても、 えば、長期にわたり に さ

れていない 設 は 地開発 に関

する については、見 しの イドラ

イ ン を 定 め る と と も に 、 こ れ に 基 づ

き、・・・（中 ）その の を行う

ことが まし （以下 ）」となった。これ

までは、 に て 時 に見 しを行

うことが ましい、となっていたものの

アンスが わった。 
また、「マ ジ ン ・ イクルを し

た 」という を 設し、ここでも

「長期 」について、言 され

ている。 これら 総 としての取

を実 する には、その一 として、長期

にわたり に されていない 設

は 地開発 に関する 等につい

て、定期的に見 し 補を 出するための

を行うとともに、当 の 果を公 す

ることが ましい。 という内容である。 
 

（ ） け ン 方 の

 

私は「 まち っと」の前 である「

ラン 」の時代から、 には ン

ッ 方 というものが だと している。

私が考える の ン ッ 方 の

スは、 （資 ）のとおりである。 

定されてから、たとえば 3 年

後には 整 を定める。

整 は、 は には

定されていないが、整 が定められな

いときは を する。整 を作った

後、たとえば 5 年を て 、

定にならない は、 を するか、

定 きをやり す。神 が

活 でや うとしているやり方である。 

が下りれば 化がすすめられて

する。 というのは 地

に するということである。

の は、 定がされると 地 の

小平市の住民投票が提起した市民自治の課題　19



 20

がかかる。 化した後、たとえば 5 年

で を行って、その 果を まえて、

を中 するとか、 するとか、あるい

は する。かつて、 が「時のア

ス」というものをやった。「時のア ス」は

一 行 にもなったが、国 が相

当 したのか、 は言 さえ出てこない。 
いずれにせよ、私はこういう スを

に定める きと考えている。ただ、

年 については、 内容や地域によっては

等が なるので、3 年とか 5 年とか、

年がいいかというのはい い 議論がある

と う。そういったとこ は大いに議論す

き である。 
なお、このような ン ッ 方 を実 に

化したものとして、 が策定

（2003 年 10 月 行）した「 のし

れた みづ り 」がある。 
内では、 きことに 67 年 りの

化という が、 川 にある。 集地

域の解 を目的として、 が「不 化特

度の 行実 地 整 グラ 」というも

のをつ っているが、その中に特定整

というものがあり、 川 でも特定整

を整 することになった。それが補 29
（ 川 大 目 大 一 目、

長 3.5 、 整 ）である。 
補 29 は、戦後復 を目的として

されたもので、 定は 1946（昭

和 21）年に行われている。 化され

れば、実に 67 年 りということになるが、

当 、当時 定した たちは一 も

していない。 
は、「 部にお る の整

方 」と「多 地域にお る の

整 方 」というのを ていて、10 年

との 化 というものをつ る。さらに、

10 年 とに 化 を 定してい が、

補 29 は 化 に っていない

である。 化 に ると 10 年以内に

は を予定する になる。したがっ

て、 つうは 化 に らな ればほ

10 年間、 は しないと 断できる

ものだった。補 29 は 化 に

っていなかった で、言 は いが 3.11
に して 化を る ともいえる。 
補 29 は、 集地のほ 真ん中

を る。ほとん の がない。

は 24 だが、 川 は 10 ー ル

を不 化 域にしたいといっている。

は定まっていないが、そうなると では

44 の ということで、 後大きな

になりそうな である。そういう も 内

にはある。 
いずれにしても、長期 整

は を れる はな 、大 な見

しが である。よ 、 は「国

高 」であると言われる。国が国 という

高見から をつ るのが であ

るとずっと言われてきたが、もはやそういう

時代ではない。 
長期 整 は、 のほ

かに 公 や 地 開発 、

整理 な もある。特に 整理 の

をか たとこ が 内にもいっ いあり、

の中でも 整理 をまだ 心にやって

いる がある。それだ が ではないが、

でもあるにもかかわらずその は、財

政が なっていて、公共 設の見 しをし

ないと財政 ができないという 況に っ

ている。 者会議をつ って、おそら 年

内に公共 設の とか、縮小、 とい

う が出て るだ う。 
多 の方も、 も、大 は公共 設

をた さん作りす て、その 持 理の財政

が しいという 況は わりない。そう

いうことも めて、 の の大 な見

しをしていかな ればならないと う。 
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資料２

※出所：東京都建設局ホームページ
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資料３

※出所：東京都北多摩北部建設事務所事業説明資料（平成25年１月）
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 編集後記

　毎年８月を迎えると、先の大戦の犠牲者を悼み、平和を祈念する式典が続く。今年も例年の通

り、６日に広島、９日に長崎で原爆犠牲者の慰霊と平和祈念の式典が開催されたが、そこで行われ

た首相挨拶で、どうしても心に引っ掛かりを感じる表現があった。「私たち日本人は、唯一の、戦

争被爆国民であります。」というフレーズである。日本は唯一の戦争被爆国ではあるが、当時の広

島・長崎で被爆した人々は必ずしも日本国民に限定されるわけではなく、日本人以外にもさまざま

な事情からそこで暮らし、働く外国の人々が含まれていた。とすれば彼らも被爆体験を持つ者とし

て同等の扱いが必要なはずである。それを排他的に扱うような文言が平和を祈念する式典で使われ

たのは、認識の違いとはいえ残念としかいいようがない出来事だった。  　（谷本有美子）

巻頭言

　2013年7月21日に投開票された参院選、ネット選挙解禁と共に私が注目していた

のが、ヤフーのビッグデータによる選挙予測だった。かなり良い線を示していた

と言えるのではないだろうか。興味のある方は当たってみて欲しい。今までの手

法でRDD（Random Digit Dialing）というものがあったが基本的には固定電話であ

り、携帯電話がこれだけ普及している現在においては偏在性が出てしまうことが

危惧されるからである。

　NHKは電話調査をあまり信用していないという。むしろ期日前投票が増加する

中にあっては、地味ではあるが期日前の出口調査を徹底して行って対応している

と聞く。ところで標本数はどうなっているかというとRDDでは有効回答が1,000程

度で分析されているし、NHKの期日前の出口調査は10,000位のオーダーらしい。

前日くらいの出口調査はかなり真の値に近いと聞く。それでも今回の神奈川選挙

区はしびれる調査内容だったようで、当確が遅れたのは当日を含めた出口調査の

値がシビアだったからである。

　ふと思った。先の衆議院選挙といい、今回の参議院選挙といい、マスメディア

は競って選挙直前に世論調査を繰り返し、そのたびに「民主惨敗、自民圧勝」の

予測を流し続けた。「もう結果は見えた。選挙に行く気がしない」と、多くの有

権者が思ったのは事実だろう。でなければ、あれほど低い投票率になるはずがな

い。全国的に見ても5ポイント程度各県で下がっている。神奈川が1.1ポイントの

低下ですんだことは、有権者の若干の知性のたまものであったのかもしれない。

　公職選挙法では、選挙に関する人気投票の公表を禁止している。しかし、新聞

社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等

は、ここにいう人気投票には当たらないと解釈されているわけだが、劇場型政

治、ワイドショー型政治と言われている現在にあって、昨今の報道は人気投票と

言わずして何なのだろうか。イタリア、カナダ、フランス、韓国など15カ国くら

いは何らかの規制をかけている。そんなことも考える時期にきているのかもしれ

ない。特に新聞に望むことは、自社の主張を明確にし、発信することで有権者の

考えを整理する手助けをすることなのではないだろうか。ビッグデータ花盛り、

大衆誘導が容易になって行く流れに空恐ろしさを感ずるのは、私ばかりではない

だろう。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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